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令和３年７月２８日（水）０時から 

狭山環状有料道路が無料開放となります 

狭山環状有料道路は狭山市街の交通渋滞の解消を図るため、同市街をう回する環状道

路として昭和６２年に開通した有料道路です。 

このたび、料金徴収期間が満了を迎え、令和３年７月２８日（水）午前０時から無料

開放となります。 

この無料開放に伴い、当該道路の管理は埼玉県道路公社から埼玉県川越県土整備事務

所（電話０４９－２４３－２０２０）に変更となります。 

３４年間、有料道路としてご利用いただきありがとうございました。 

 なお、無料開放後、撤去工事完了までの間は料金所が残り、車線規制を行いますの

で、ご通行の際にはご注意ください。 

●割引回数券の払戻しについて 

 狭山環状有料道路の割引回数券の払戻しは、次の２箇所で行います。なお、ほかの有

料道路や共通の割引回数券の払戻しは行いませんのでご注意ください。詳細は、埼玉県

道路公社ホームページ（http://www.tollroad-saitama.or.jp/）にてご確認ください。 

狭山管理事務所（窓口で受付） 

（住所）狭山市柏原３０９４（電話）０４－２９５３－５１７７ 

令和３年７月１日（木）から令和３年９月３０日（木）まで（土日祝日は除く） 

午前９時から午後４時まで 

埼玉県道路公社本社（郵送のみ受付） 

（住所）さいたま市浦和区北浦和５－６－５（電話）０４８－８２２－８０７３ 

令和３年７月１日（木）から令和４年３月３１日（木）まで（必着） 

令和３年７月１日 

埼玉県道路公社 
企画担当 村山 

直通 048-822-8073 
E-mail:road@tollroad-saitama.or.jp 
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